
令和８年度 佐賀県緑化運動･育樹運動ポスターコンクール 実施要領 
 
 
１ ． 目 的  

植 樹 や森 林 ･樹 木 の保 護 及 び保 育 の助 長 並 びに県 民 の緑 化 意 識 の高 揚 を図 ると

ともに、公 益 社 団 法 人 国 土 緑 化 推 進 機 構 が主 催 する「 令 和 ９ 年 用 国 土 緑 化 運 動 ･

育 樹 運 動 ポスター原 画 募 集 」 に出 品 するため、その原 画 を募 集 する。 

 

２ ． 主 催 及 び後 援  

主 催 ： 佐 賀 県  

後 援 ： 佐 賀 県 教 育 委 員 会 、公 益 財 団 法 人 さが緑 の基 金  

 

３ ． 応 募 資 格  

県 内 の小 学 校 、中 学 校 、高 等 学 校 、高 等 専 修 学 校 、義 務 教 育 学 校 、特 別 支 援

学 校 、ろう学 校 、盲 学 校 の児 童 ･生 徒  

 

４ ． 応 募 方 法  

  ①学校長は、児童・生徒の校内募集作品の中から優秀な２０点以内を選ぶこと。 

②応募作品の概要を記入した「応募作品リスト（別紙１）」を作成し、エクセルデータを下記メール

アドレス宛に提出すること。（児童・生徒の氏名、ふりがなや作成意図等の書き間違いによる誤

認を防ぐため。） 

③提出作品の裏には「応募票（別紙２）」を貼り付けること。 

   ④作品提出時には、「応募作品リスト（別紙１）を印刷し、作品に同封のうえ提出すること。 

 

５．提出期限及び提出先 

    

   【提出期限】  

令和８年９月１０日（木曜日） 

 

   【応募作品提出先】 

   佐賀県 森林整備課 森川海人っプロジェクト推進担当 村岡 

   〒840-8570 

   佐賀市城内１-1-59 

   TEL / 0952-25-7136（直通） 

※持ち込みの場合、平日８：30～17：15 受付 

 

   【応募作品リスト（別紙１）提出先】 

   メールアドレス / ryokka@pref.saga.lg.jp  

 

    【要綱等ダウンロード】 

URL  https://www.pref.saga. lg .jp/ki j i003119739/index.html 

佐 賀 県 庁 ホームページ＞ 分 類 から探 す＞ 県 政 情 報 ＞  

ご意見・情報公開・相談窓口＞各種募集 

 

 

 

mailto:ryokka@pref.saga.lg.jp
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003119739/index.html


６．作成要領 

（1） 図柄 

       国土緑化の意を表し、特に植樹の森林・樹木の保護及び保育並びに環境緑化意欲の高揚

を強調したものとすること。また、原画は創作であり、表現は手描きに限る。加えて、原画には文

字を入れないこと。文字入りは審査対象外。 

※絵の一部としての文字も不可。 

（2） 用紙 

画用紙（ケント紙を含む。）又は紙製ボードで、サイズは、B３判（縦 51.6 ㎝×横 36.4 ㎝）ま

たは四ツ切（縦 54.5 ㎝×横 39.3 ㎝）とし、縦画（たて長）とすること。なお、パネルは用いない

こと。横画（よこ長）は審査対象外。 

（3） 画材 

クレヨン・パステル・アクリル・水彩用絵の具とし（貼り絵を含む）、他の絵を汚損するおそれの

ある油絵の具等は用いないこと。油絵は審査対象外。なお、貼り絵の場合には、確認用に原

画カラー写真（サイズ大きめ）を添付すること。 

（4） 記名 

応募作品の裏側に応募票（別紙２）をはがれないように貼り付けること。（応募票のキリトリ線

下部と作品裏面下部を揃えて貼り付けること。）また、応募票は必ず全ての項目について記入

すること。 

 

７．審査 

  応募作品は、下記により審査する。 

（1） 審査日 

令和８年９月下旬から 10 月中旬の間 

（2） 審査員 

佐賀県森林整備課長又は副課長 

佐賀県学校教育課長又は義務教育担当 

県内学校教諭（美術担当） 

（3） 審査結果 

令和８年 10 月末までに入賞者を決定し、追って応募のあった各学校及び市町教育委員会

あてに通知する。 

 

８．表彰 

（1） 入賞 

知事賞           ・ ・ ・  小 ･中 ･高 校  各 １ 点  

教育長賞         ・ ・ ・  小 ･中 ･高 校  各 ３ 点 以 内  

農林水産部長賞   ・ ・ ・  小 ･中 ･高 校  各 ５ 点 以 内  

（2） 表彰 

・知事賞受賞者には、表彰式にて県産木材を使用した木製賞状及び副賞（図書カード）を贈

呈する。 

［時期］令和８年 11 月～12 月頃  

［場所］未定（入賞者決定後、通知） 

・入賞者（知事賞除く）には、賞状及び副賞（図書カード）を贈呈する。 

（3） 展示 

・入賞作品は展示会にて作品を展示予定。 

［時期］令和８年 10 月中旬～11 月上旬頃  

［場所］県民ホール（佐賀県庁１階）（予定）（入賞者決定後、通知） 

（4） その他 

・入賞者含めた応募者全員（校内応募者含む）に参加賞を贈呈する。 



９．国土緑化運動・育樹運動ポスター原画募集への出品 

（1） 知事賞及び教育長賞を受賞した作品は、公益社団法人国土緑化推進機構が主催する「令

和９年度用国土緑化運動・育樹運動ポスター原画募集」（中央審査会）へ出品する。また、

出品作品は原画コンクール後、佐賀県森林整備課へ返却される。 

（2） 中央審査会にて入選した作品の著作権は、国土緑化推進機構に帰属する。 

（3） 国土緑化運動・育樹運動用ポスター原画に採用された作品については、必要に応じて修正を

加えることがある。 

 

１０．その他 

（1） 応募作品は原則、返却しない。ただし、県森林整備課へ直接受け取りに来られた学校のみ返

却する。（受け取りは平日８：30～17：15 対応）返却希望の場合は、応募作品リスト（別紙１）

の該当項目の箇所へ記載すること。ただし、返却を希望していても、年度内に受け取りが無か

った場合は、返却を希望しないとみなし、次年度、処理するものとする。 

（2） 入賞した場合、製作者の氏名を公表する場合があるため、氏名の公表可否について、応募作

品リスト（別紙１）の該当項目の箇所へ記載すること。 

（3） 入賞作品（著作権が国土緑化推進機構に帰属するものは除く。）の著作権は佐賀県に帰属

し、緑化思想の普及啓発を図るため、ポスター等の原画として採用する場合がある。 

（4） 市町からコンクール開催等の理由により譲渡依頼があった場合は、市町にその作品を譲渡す

ることがある。 

 

※例年審査対象外となる作品の応募が見受けられます。上記の作成要領に十分にご留意ください。 

※応募票に御記入いただいた個人情報は、当該コンクール事業以外に使用しません。 


